	制　度　名　称
	内　　　　　　　　容

	⑵　重度身体障がい者
　　（児）等日常生活用具の給付
 窓口


…障がい福祉室
障がい者相談支援
センター
	在宅で日常生活に支障のある重度障がい者や難病患者等の方に対して、日常生活を容易にするため、福祉用具等を給付します。
・事前申請が必要です。（すでに購入されたものは対象外です。）
・ストーマ装具及び紙おむつ給付（上半期4～9月分･下半期10～3月分）の更新申請は、
　上半期は2月中旬、下半期は8月中旬から受付を開始します。
入院･入所中は給付できない種目もありますので、御相談ください。
＊原則１割負担。但し、生活保護世帯･市町村民税非課税世帯は負担なし。
＊負担上限月額　・4,000円
・24,000円（ストーマ用具・紙おむつの更新による6か月分）
※点字図書は元となる図書の額。
・必要書類等
申請書、見積書、意見書、身障手帳・療育手帳又は精神保健福祉手帳、（市町村民税
課税（非課税）証明書）〔※購入種目・対象者によって必要書類が異なります。〕
・給付申請手続の流れ業者と相談
(見積書発行)
日常生活用具
給付申請
障がい福祉室
給付券の交付
業　者

			

 ※印の付いている用具は、原則介護保険制度の優先利用となります。
※40歳以上65歳未満の方でも介護保険の対象となる場合があります。(P.66)




	日　常　生　活　用　具　の　種　目

	種　目
（耐用年数）
	限度額
（円）
	対　象　者
	手
帳
	意
見
書
	備　考

	介護・訓練支援用具
	※特殊寝台
（8年）
	154,000
	下肢又は体幹に係る障がいの程度が１級又は2級の方
	○
	　
	学齢以上

	
	
	
	難病患者で寝たきりの状態にある方
	　
	○
	

	
	※特殊マット
（5年）
	19,600
	下肢又は体幹に係る障がいの程度が１級又は2級の方
	○
	　
	3歳以上
学齢未満

	
	
	
	難病患者で寝たきりの状態にある方
	　
	○
	

	
	
	
	知的障がいの程度がAと記載されている方
	○
	　
	3歳以上
65歳未満

	
	※体圧分散型
特殊マット
（5年）
	90,000
	下肢又は体幹に係る障がいの程度が１級の方
	○
	　
	学齢以上
65歳未満

	
	
	
	難病患者で寝たきりの状態にある方
	　
	○
	

	
	
	
	下肢又は体幹に係る障がいの程度が2級の方
	○
	　
	学齢以上
18歳未満

	
	※特殊尿器
（5年）
	67,000
	下肢又は体幹に係る障がいの程度が１級の方
	○
	　
	学齢以上

	
	
	
	難病患者で自力で排尿できない方
	　
	○
	

	
	入浴用担架
（5年）
	82,400
	下肢又は体幹に係る障がいの程度が１級又は2級の方
	○
	　
	3歳以上

	
	※移動用リフト
（4年）
	159,000
	下肢又は体幹に係る障がいの程度が１級又は2級の方
	○
	　
	

	
	
	
	難病患者で下肢機能又は体幹機能に障がいのある方
	　
	○
	

	
	※体位変換器
（5年）
	15,000
	下肢又は体幹に係る障がいの程度が１級又は2級の方
	○
	　
	学齢以上

	　
	
	
	難病患者で寝たきりの状態にある方
	　
	○
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